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ぐんま住まいの相談センター

相　談　事　例

外壁の塗装改修に関する県の補助制度はありません。市町村のリフォーム工
事に関する補助制度については、市町村内の経済対策や業者の活性化の意味
もあり、条件として、当該市町村内の業者で施工することが条件となってい
ることが多いと思います。条件に当てはまらなければ補助金の利用は出来ま
せん。

相談タイトル　

県のリフォームに関する補助金について

　Q：ご相談内容

館林市に確認したところ、館林のリフォーム補助金を利用するには、館林市
内の業者に依頼しなければならないと言われた。前橋市の業者でも利用可能
なリフォーム補助金が県の補助制度でないのか聞きたい。リフォーム工事の
内容は外壁の塗装改修工事。

A：回答


